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なぜ合意できたのか（合意の促進要因）

 あるいは、なぜ交渉が難航したのか（阻害要因）

各国の交渉態度とその説明要因

分析の視点

日本の対応

南極条約体制のもとでの保護区システム (Hughes & Grant 2017)

領土権に関する主張が保護区設定に及ぼす影響は低減傾向?

 CEPとCCAMLRの連携の可能性

日本の政策的対応

南極政策における保護区（MPA、ASPA、ASMA）の位置付け？

いくつかの論点
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MPAをめぐる合意の促進要因

保全と利用の調整

目的の明確化と対象海域の絞り込み

漁獲枠のMPA外への置き換え
（←予防的漁獲枠の事前合意）

研究区域を設定し一定の漁獲を許容

期限の設定・延長のための条件明示

科学的知見の蓄積・活用

高次捕食者、漁獲対象種、海洋環境
に関する知見の蓄積（特にロス海）

Bioregionalisationの手法開発・共有

科学的な参照海域の考え方（一定の
漁獲を想定）

制度的要因

MPA設定の一般的枠組に事前合意

生態系アプローチと予防原則、モニタ
リングを重視した既存の管理措置

ATCM環境保護委との任務の重複

政治的要因

二国間協議・南極協力の強化

国レベルの南極政策
 「国際問題解決における協力的役割を
示すため」（Carter et al. 2016)

 「ロシア型ソフトパワー」(Lukin)

 Polar power を目指す中国

南極条約体制を維持する政治的意思



各国の交渉態度とその説明要因
分析の視点

多国間交渉における各国の交渉ポジション
Leader, Facilitator, Mediator, Bystander, Dragger (あくまで相対的な
位置付けとして）

環境外交の説明要因：Power, Interests, Cognition/Ideas 

(Barkdull and Harris 2002)

多国間の意思決定における影響力、領土権に関する主張の維持

南極の資源利用や生態系保全から生じる経済的利益

 〃 に関する知識や規範

国内政策と外交政策のリンケージ

南極、資源管理、環境保全に関する各国の政策



ロス海MPA提案に対する
交渉ポジション

Dragger         Bystander         Mediator         Facilitator         Leader    

NZ, US: 

MPA proponents

Countries 

supportive of 

Ross Sea MPA 

China, Russia: 

Blocking consensus

Norway: Initially 

cautious but 

joined drafting 

group  at 2013 

special meeting  

Japan ?



説明要因①Power
保護区の提案数と地理的分布：領土権主張および観測基
地の場所との関連性 (Hughes & Grant 2017)

 MPA提案国の構成と海域、関連研究と計画策定への参画の状況

 ASPAでは単独提案（クレイマント）から共同提案への流れ
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説明要因②Interests
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説明要因③Cognition/Ideas
規範

南極海の生態系保全への関心

南極の価値に関する認識

科学

南極海の生態系に関する科学的知見

保全上のニーズの認識

科学研究の場としての南極海の価値に関する認識



日本の対応

交渉ポジション
自らMPA提案は行わず

強く反対はせず（≠中国、ロシア）

議事録で特定可能な発言は少ない

一方で、非公式な場において提案国と反対国との橋渡し
をしたのではないか、との見方もあり。

チェックリスト提案やそれに基づく議論の展開に
より、MPAの質・客観性の確保を目指した

☛テクニカルな側面での貢献



①Power
南極条約原署名国かつノンクレイマントとして
南極地域の国際管理を強調
南極地域に関する多国間の意思決定の場としてのATSの適格
性の維持

☛ATSにおけるコンセンサス形成に概ね協力的

②Interests
日本漁船による南極海での操業とその利益
ロス海での操業なし（操業拠点からの距離・漁船の耐氷能
力）

☛原則的には漁業の利益を重視するも、南極海での
経済的利益は限定的
☛MPA交渉では柔軟な対応が可能に

日本の対応の説明要因



③Cognition/Ideas

規範

南極海の生態系保全に対する日本国内の関心の
低さ

☛南極海の保全に関して、政府に対するpublic 

pressureはほとんどない

科学

科学者コミュニティへの参加、プレゼンス

南極地域を重要な科学研究の場として認識

南極海の生態系に関する研究プログラムの主導

日本の対応の説明要因



南極条約体制における保護区システムの
発展(Hughes & Grant 2017)
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